
原発事故による⺟⼦避難者等に対する
⾼速道路無料措置の証明書更新について

証明書の更新に必要なお⼿続きと流れ

【ステップ３】
証明書への移⾏（※３）
旧証明書（有効期限を超過した
もの⼜は有効期限の記載のない
もの）を料⾦所で提⽰いただいて
も、無料措置は適⽤されませんの
で、ご注意ください。

（※１）本無料措置の延⻑は、今国会で関連予算が成⽴することが前提となります。
（※２）更新⼿続きの詳細については、本チラシ裏⾯の発⾏元市町村（＝避難元市町村）にお問い合わせ

ください。
（※３）新しい証明書はお⼿元に届き次第、ご利⽤になれます。⾃家⽤⾞等に備え付けてご利⽤ください。

【ステップ１】
発⾏元市町村にて
利⽤者の皆様の
利⽤資格の確認

【ステップ２】
証明書の更新⼿続
・新証明書の発⾏
（有効期限︓令和
９年３⽉31⽇）
・旧証明書の破棄

 本無料措置は、令和９年３⽉31⽇まで延⻑（※１）となりました。
 令和８年４⽉１⽇以降も、引き続き、本無料措置をご利⽤いただくためには、

証明書の更新⼿続き（※２）が必要です。

【ステップ０】
利⽤者の皆様から
発⾏元市町村に
ご連絡



【⺟⼦避難者等に対する⾼速道路無料措置】
証明書発⾏元市町村 お問合せ先⼀覧 （令和８年１⽉時点）

担当部署 電話番号 受付時間
福島市 ⽣活課 024-525-3787
⼆本松市 ⽣活環境課 0243-55-5102
伊達市 防災危機管理課 024-575-1126
本宮市 防災対策課 0243-24-5365
桑折町 ⽣活環境課 024-582-2123
国⾒町 住⺠防災課 024-585-2158
川俣町 原⼦⼒災害対策課 024-563-2021
⼤⽟村 環境保全課 0243-24-8146
郡⼭市 総務法務課 024-924-2031
須賀川市 社会福祉課 0248-88-8111
鏡⽯町 税務町⺠課 0248-62-2112
⽟川村 総務課 0247-57-4621
⼩野町 町⺠⽣活課 0247-72-6933
⽩河市 ⽣活防災課 0248-28-5511
⻄郷村 防災課 0248-21-5190
⽮吹町 保健福祉課 0248-44-2300
相⾺市 地域防災対策室 0244-37-2121
南相⾺市 被災者⽀援課 0244-24-5223
新地町 総務課 0244-62-2111
いわき市 危機管理課 0246-22-1204
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